
防 止 対 策
防止対策全般の総合的な点検・改善をお手伝いいたします

事 後 対 応

方針の策定
事業主の方針、
トップメッセージの作成
などを承ります

・外部窓口の設置

専門相談員が対応するハラス
メント相談窓口を受託します

・内部窓口の充実

相談担当者向けセミナーや
相談マニュアル作成を承ります

相談体制の整備
ルールを決める
就業規則・ハラスメント
防止規程の作成・改定に
ついて助言いたします

職場の実態把握
アンケート調査、専門家による従業員
へのインタビューにより職場の課題を
明らかにして、対応策をご提案します

周知・啓発
・対面・オンラインなどご希望
の形式でオーダーメイド研修
を実施します

・啓発用テキスト･DVD ･書籍を
販売しています

調査・対応
・ハラスメント事案の当事者への
ヒアリング調査を専門家が代行します

・ご担当者からの相談に対し、専門家が
情報提供・助言いたします

再発防止
職場のモニタリング、事例
を用いた研修など取組みの
継続を支援します

ハラスメント防止教育や事案解決の支援ができる人材を養成する講座を開設し、認定試験合格者を
「ハラスメント防止コンサルタント」と認定・登録しています

あなたの職場のハラスメント防止対策は万全ですか？

～すべての事業主にハラスメント防止対策が義務付けられています～

ハラスメント防止対策は国の指針で取組み内容が定められています。
それぞれの取組みの中で、自社だけでは対応が難しいと思われることがあれば、

21世紀職業財団にお問合せください。

未然防止対策から事後対応までトータルでお手伝いいたします。

21世紀職業財団認定ハラスメント防止コンサルタント®養成講座･認定試験の実施

https://www.jiwe.or.jp
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※本誌記事の無断掲載、転載を禁じます。
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ゴールディン教授と
男女賃金格差

今年のノーベル経済学賞に米ハーバード大学のクラウ

ディア・ゴールディン教授が選ばれたことは、ダイバーシティを

推進する方々にはうれしいニュースだったと思います。私も

その一人で、早速、著書『なぜ男女の賃金に格差があるの

か』（慶應義塾大学出版会、2023年）を読んでみました。

著書は、米国の大卒女性を生年によって5グループに分

け、それぞれのグループの女性のキャリアと家庭の状況の進

歩をデータとともにたどっています。最新の第5グループは

1958年から1978年生まれで、先輩グループの経験から学び、

キャリアも家庭も同時に実現させようとしています。ただ、

それでも格差はなくなっていません。今日の格差の要因は、

「職業的分離」（男女の職種や会社の違い）によるところも

一部ありますが、最も大きい要因は、子どもを持つ女性の

時間的制約があることによることを明らかにしています。

法律、会計、コンサルティングなどにおいてオンコールや

不規則で予測不可能な仕事は高給がもらえ時給プレミアム

がつくことから、子どものいるカップルでも夫がその高給の

職に就き、妻は時間的拘束の少ない職に就くことにより、

カップル内の不公平が生まれ男女格差につながっています。

「チャイルド・ペナルティ」とも呼ばれる問題です。

著書では、解決の糸口も示しています。米国の薬剤師

は、仕事の構造や働き方が変化し、労働者間の代替が

可能となったため、長時間、オンコール勤務の必要が

なくなりました。医師や獣医師にも同様の変化が生まれ

てきています。鍵は、代替可能性などにより時間コント

ロールができるようになることなのです。

日本の状況はどうでしょうか。ジェンダーギャップ指数（世

界経済フォーラム、2023年）は米国43位、日本125位。米国で

キャリアも家庭も同時に目指す第5グループは1958年生まれ

以降とされていますが、日本では約20年遅れているのでは

ないかと感じています。男女間賃金格差は、日本では男性

を100とした場合に女性78.7（フルタイム雇用者、2022年）、

OECD平均は88.1（2021年）、米国は83.0（2022年）です。

日本の男女賃金格差については、女性活躍推進法

の改正により301人以上の事業主に公表が義務化、

有価証券報告書においても開示が義務化され、各企業

の開示が進んでいます。この賃金格差は結果指標であり、

その要因が何かをよく見ることが大切です。

賃金格差の要因は、日米の雇用形態の違いなどから

異なる面もあります。日本の賃金格差の要因で最大は

役職の違い（管理職比率）、次いで勤続年数、労働時間

の違いです（厚生労働省「働く女性の実情」）。賃金格差

を小さくしていくためには、管理職比率を上げ、勤続年数

を伸ばす必要があります。しかし、女性の採用者を増やした

だけでは何年たっても管理職比率は男性並みには上が

りません。マミーズトラックに入る女性は増えてしまいます。

これが、ゴールディン教授の著書で述べられている「カップル

不公平」「チャイルド・ペナルティ」の問題なのです。

男女間賃金格差をなくす（≒女性管理職比率を上げる）

ために重要なことは、アンコンシャスバイアスをなくすととも

に、「チャイルド・ペナルティ」の状況を改善することです。その

ためには、著書で述べられているように、仕事が代替可能

であるなど時間コントロールができることが解決の鍵となる

のでしょう。管理職も非管理職も、突然の残業やオンコール

が少なく、自分の時間をコントロールできる職場が増えれ

ば、男女賃金格差の縮小にもつながるのだろうと思います。
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